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(57)【要約】
【課題】　情報記録媒体にデータを記録する方法を提供
する。
【解決手段】　論理アドレスＡに新しいデータを記録せ
よとの命令を受信するステップと、論理アドレスＡに対
応する物理アドレスＡにデータが既に記録されているか
否かを判断するステップと、物理アドレスＡにデータが
既に記録されたならば、物理アドレスＡを欠陥領域とし
て処理し、物理アドレスＢに新しいデータを記録するス
テップと、欠陥領域の位置情報及び代替領域の位置情報
がそれぞれ物理アドレスＡ及び前記物理アドレスＢであ
る欠陥エントリを生成するステップと、欠陥エントリを
含む臨時欠陥リストを情報記録媒体のリードイン領域に
設けられた臨時欠陥管理領域に記録するステップと、臨
時欠陥リストの記録位置情報を含む臨時欠陥管理情報を
臨時欠陥管理領域に記録するステップとを含み、臨時欠
陥管理情報は、スペア領域に対するサイズ情報をさらに
含む。
【選択図】　　　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リードイン領域、ユーザデータ領域とスペア領域を含むデータ領域、及びリードアウト
領域を含む情報記録媒体にデータを記録する方法であって、
　論理アドレスＡに新しいデータを記録せよとの命令を受信するステップと、
　前記論理アドレスＡに対応する物理アドレスＡにデータが既に記録されているか否かを
判断するステップと、
　前記物理アドレスＡにデータが既に記録されたならば、前記物理アドレスＡを欠陥領域
として処理し、物理アドレスＢに前記新しいデータを記録するステップと、
　欠陥領域の位置情報及び代替領域の位置情報がそれぞれ前記物理アドレスＡ及び前記物
理アドレスＢである欠陥エントリを生成するステップと、
　前記欠陥エントリを含む臨時欠陥リストを前記情報記録媒体の前記リードイン領域に設
けられた臨時欠陥管理領域に記録するステップと、
　前記臨時欠陥リストの記録位置情報を含む臨時欠陥管理情報を前記臨時欠陥管理領域に
記録するステップと、を含み、
　前記臨時欠陥管理情報は、前記スペア領域に対するサイズ情報をさらに含むこと、
　を特徴とする記録方法。
【請求項２】
　リードイン領域、ユーザデータ領域及びスペア領域を含むデータ領域、及びリードアウ
ト領域を含む情報記録媒体にデータを記録する方法において、
　論理アドレスＡに第１データを記録せよとの命令を受信するステップと、
　前記論理アドレスＡに対応する物理アドレスＡにデータが既に記録されたか否かを判断
するステップと、
　前記物理アドレスＡにデータが既に記録されたならば、前記物理アドレスＡを欠陥領域
として処理し、物理アドレスＢに前記第１データを記録するステップと、
　欠陥領域の位置情報及び代替領域の位置情報がそれぞれ前記物理アドレスＡ及び前記物
理アドレスＢである第１欠陥エントリを生成するステップと、
　前記第１欠陥エントリを含む第１臨時欠陥リストを前記情報記録媒体の前記 リードイ
ン領域に設けられた臨時欠陥管理領域に記録するステップと、
　前記第１臨時欠陥リストの位置情報を含む第１臨時欠陥管理情報を前記臨時欠陥管理領
域に記録するステップと、
　前記論理アドレスＡに第２データを記録せよとの命令を受信するステップと、
　前記論理アドレスＡに対応する前記物理アドレスＡではなく、物理アドレスＣに第２デ
ータを記録するステップと、
　欠陥領域の位置情報及び代替領域の位置情報がそれぞれ前記物理アドレスＡ及び前記物
理アドレスＣである第２欠陥エントリを生成するステップと、
　前記第２欠陥エントリを含む第２臨時欠陥リストを前記臨時欠陥管理領域に記録するス
テップと、
　前記第２臨時欠陥リストの位置情報を含む第２臨時欠陥管理情報を前記臨時欠陥管理領
域に記録するステップと、
　を含むことを特徴とする記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　書換え可能な情報記録媒体は、データがすでに記録された位置に新しいデータを上書き
（ｏｖｅｒｗｒｉｔｉｎｇ）できる。しかし、追記型情報記録媒体は、データ記録領域に
１回だけ記録可能な特性を有するので、上書きできず、すでに記録されたデータを削除ま
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たは変更できない。
【０００３】
　一方、従来技術によれば、情報記録媒体上に記録されたデータについてのさまざまな情
報を含むファイルシステムを記録するために、媒体上のユーザデータ領域の所定領域をあ
らかじめファイルシステムの記録のための領域に定めておくということが一般的である。
【０００４】
　書換え型情報記録媒体の場合、所定領域にすでに記録されたファイルシステムに、アッ
プデートされたファイルシステムを上書きすることにより、ファイルシステムの記録のた
めの領域は常に固定される。しかし、追記型情報記録媒体は、上書きができないので、フ
ァイルシステムのアップデート時、アップデートされたファイルシステムを以前のファイ
ルシステムが記録された位置ではない他の位置に記録しなければならない。
【０００５】
　従って、固定された位置に記録されたファイルシステムだけを再生できるように設計さ
れた従来のデータ記録及び／または再生装置は、ファイルシステムの記録位置が可変的で
ある追記型情報記録媒体に記録されたファイルシステムを読み込めないという再生互換性
の問題が発生しうる。その上、ファイルシステムのアップデート時ごとに、追記型情報記
録媒体の新しい位置にアップデートされたファイルシステムが記録されるので、データ記
録及び／または再生装置は、最終的なファイルシステムを探索するのに多くの時間がかか
るという問題が生じうる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　よって、本発明が解決しようとする技術的課題は、物理的な上書きが不可能な追記型情
報記録媒体に上書きする方法及びそのためのデータ記録及び／または再生装置を提供する
ところにある。
【０００７】
　本発明が解決しようとする他の技術的課題は、追記型情報記録媒体に所定情報のアップ
デートを行うとき、前記所定情報を追記型情報記録媒体に論理的に上書きすることにより
、前記所定情報のアップデート及び／または再生を容易にするための追記型情報記録媒体
における論理的な上書き方法及びそのためのデータ記録及び／または再生装置を提供する
ところにある。
【０００８】
　また、リードイン領域、ユーザデータ領域及びスペア領域を含むデータ領域、及びリー
ドアウト領域を含む情報記録媒体にデータを記録する方法を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決するために、本発明の一側面による追記型情報記録媒体に上書きする方
法は、データがすでに記録されている追記型情報記録媒体上の第１区間に新しいデータを
上書きすることを命令する上書き命令を入力されるステップと、前記第１区間を欠陥領域
と見なし、前記新しいデータを第２区間に記録するステップと、前記第１区間の位置情報
及び前記第２区間の位置情報を含むアップデートされた欠陥管理情報を前記追記型情報記
録媒体に記録するステップとを含むことを特徴とする。
【００１０】
　また、前記新しいデータを記録するステップは、データが記録されている位置と記録さ
れていない位置とを知らせるデータ記録領域情報を利用し、前記第１区間にデータがすで
に記録されているか否かを判断するステップを含むことが望ましい。
【００１１】
　前記データ記録領域情報は、前記追記型情報記録媒体上のデータ記録が可能な全体クラ
スタについて、データが記録されているクラスタと記録されていないクラスタとを相異な
るビット値を利用して表したビットマップであることが望ましい。
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【００１２】
　また、前記新しいデータを記録するステップは、前記第１区間に前記新しいデータを記
録後に検証するステップを含み、前記記録後の検証結果により、前記第１区間を欠陥領域
と見なすことが望ましい。
【００１３】
　また、前記第１区間にすでに記録されているデータは、以前のファイルシステムであり
、前記第２区間に記録する前記新しいデータは、アップデートされたファイルシステムで
あることが望ましい。
【００１４】
　本発明の他の側面による追記型情報記録媒体に上書きする方法は、ホストから新しいデ
ータを記録する論理的アドレスを受信するステップと、前記論理的アドレスに対応する前
記追記型情報記録媒体上の物理的アドレスを有する第１区間にすでにデータが記録されて
いるならば、前記第１区間を欠陥領域と見なし、前記新しいデータを他の物理的アドレス
を有する第２区間に記録するステップと、前記第１区間の物理的アドレス及び前記第２区
間の物理的アドレスを含むアップデートされた欠陥管理情報を前記追記型情報記録媒体に
記録するステップとを含むことを特徴とする。
【００１５】
　本発明の一側面によるデータ記録及び／または再生装置は、追記型情報記録媒体にデー
タを記録するか、または記録されているデータを再生する記録／再生部と、データがすで
に記録されている前記追記型情報記録媒体上の第１区間に新しいデータを上書きすること
を命令する上書き命令を入力されれば、前記第１区間を欠陥領域と見なし、前記新しいデ
ータを第２区間に記録し、前記第１区間の位置情報及び前記第２区間の位置情報を含むア
ップデートされた欠陥管理情報を前記追記型情報記録媒体に記録するように前記記録／再
生部を制御する制御部とを含むことを特徴とする。
【００１６】
　また、データが記録されている位置と記録されていない位置とを知らせるデータ記録領
域情報を保存するメモリをさらに含み、前記制御部は、前記データ記録領域情報を参照し
、前記第１区間にデータがすでに記録されているか否かを判断することが望ましい。
【００１７】
　また、前記データ記録領域情報は、前記追記型情報記録媒体上のデータ記録が可能な全
体クラスタについて、データが記録されているクラスタと記録されていないクラスタとを
相異なるビット値を利用して表したビットマップであることが望ましい。
【００１８】
　また、前記制御部は、前記記録／再生部を制御し、前記第１区間に前記新しいデータを
記録した後でさらに再生して検証し、前記記録後の検証結果により、前記第１区間を欠陥
領域と見なすことが望ましい。
【００１９】
　また、前記第１区間にすでに記録されているデータは、以前のファイルシステムであり
、前記第２区間に記録する前記新しいデータは、アップデートされたファイルシステムで
あることが望ましい。
【００２０】
　本発明の他の側面によるデータ記録及び／または再生装置は、追記型情報記録媒体にデ
ータを記録するか、または記録されているデータを再生する記録／再生部と、ホストから
前記追記型情報記録媒体に新しいデータを記録する論理的アドレスを受信し、前記論理的
アドレスに対応する前記追記型情報記録媒体上の物理的アドレスを有する第１区間にすで
にデータが記録されているならば、前記第１区間を欠陥領域と見なし、前記新しいデータ
を他の物理的アドレスを有する第２区間に記録するように前記記録／再生部を制御し、前
記第１区間の物理的アドレス及び前記第２区間の物理的アドレスを含むアップデートされ
た欠陥管理情報を前記追記型情報記録媒体に記録するように前記記録／再生部を制御する
制御部とを含むことを特徴とする。
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【００２１】
　また、リードイン領域、ユーザデータ領域とスペア領域を含むデータ領域、及びリード
アウト領域を含む情報記録媒体にデータを記録する方法であって、論理アドレスＡに新し
いデータを記録せよとの命令を受信するステップと、前記論理アドレスＡに対応する物理
アドレスＡにデータが既に記録されているか否かを判断するステップと、前記物理アドレ
スＡにデータが既に記録されたならば、前記物理アドレスＡを欠陥領域として処理し、物
理アドレスＢに前記新しいデータを記録するステップと、欠陥領域の位置情報及び代替領
域の位置情報がそれぞれ前記物理アドレスＡ及び前記物理アドレスＢである欠陥エントリ
を生成するステップと、前記欠陥エントリを含む臨時欠陥リストを前記情報記録媒体の前
記リードイン領域に設けられた臨時欠陥管理領域に記録するステップと、前記臨時欠陥リ
ストの記録位置情報を含む臨時欠陥管理情報を前記臨時欠陥管理領域に記録するステップ
と、を含み、前記臨時欠陥管理情報は、前記スペア領域に対するサイズ情報をさらに含む
こと、を特徴とを特徴とする。
【００２２】
　また、リードイン領域、ユーザデータ領域及びスペア領域を含むデータ領域、及びリー
ドアウト領域を含む情報記録媒体にデータを記録する方法において、論理アドレスＡに第
１データを記録せよとの命令を受信するステップと、前記論理アドレスＡに対応する物理
アドレスＡにデータが既に記録されたか否かを判断するステップと、前記物理アドレスＡ
にデータが既に記録されたならば、前記物理アドレスＡを欠陥領域として処理し、物理ア
ドレスＢに前記第１データを記録するステップと、欠陥領域の位置情報及び代替領域の位
置情報がそれぞれ前記物理アドレスＡ及び前記物理アドレスＢである第１欠陥エントリを
生成するステップと、前記第１欠陥エントリを含む第１臨時欠陥リストを前記情報記録媒
体の前記
リードイン領域に設けられた臨時欠陥管理領域に記録するステップと、前記第１臨時欠陥
リストの位置情報を含む第１臨時欠陥管理情報を前記臨時欠陥管理領域に記録するステッ
プと、前記論理アドレスＡに第２データを記録せよとの命令を受信するステップと、前記
論理アドレスＡに対応する前記物理アドレスＡではなく、物理アドレスＣに第２データを
記録するステップと、欠陥領域の位置情報及び代替領域の位置情報がそれぞれ前記物理ア
ドレスＡ及び前記物理アドレスＣである第２欠陥エントリを生成するステップと、前記第
２欠陥エントリを含む第２臨時欠陥リストを前記臨時欠陥管理領域に記録するステップと
、前記第２臨時欠陥リストの位置情報を含む第２臨時欠陥管理情報を前記臨時欠陥管理領
域に記録するステップと、を含むことを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態による単一記録層の追記型情報記録媒体の構造を表す図であ
る。
【図２】本発明の他の実施形態による単一記録層の追記型情報記録媒体の構造を表す図で
ある。
【図３Ａ】本発明のさらに他の実施形態による二重記録層の追記型情報記録媒体の構造を
表す図である。
【図３Ｂ】本発明のさらに他の実施形態による二重記録層の追記型情報記録媒体の構造を
表す図である。
【図４Ａ】本発明によるスペア領域の使用方向を表すための図である。
【図４Ｂ】本発明によるスペア領域の使用方向を表すための図である。
【図５】本発明の一実施形態によるデータ記録及び／または再生装置のブロック図である
。
【図６】（Ａ）乃至（Ｄ）は本発明の一実施形態により、追記型情報記録媒体にアップデ
ートするファイルシステムを上書きする過程を説明するための図である。
【図７】図６（Ａ）ないし（Ｄ）に示された実施形態により、最初の論理的上書きにより
生成された欠陥リストを表す図である。
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【図８】図６（Ａ）ないし（Ｄ）に示された実施形態により、二回目の論理的上書きによ
り生成された欠陥リストを表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付された図面を参照し、本発明による一実施形態を詳細に説明する。
【００２５】
　図１は、本発明の一実施形態による単一記録層の追記型情報記録媒体の構造を表す図で
ある。図１を参照するに、記録媒体１００は、リードイン領域（ＬＥＡＤ＿ＩＮ　ＡＲＥ
Ａ）１２０、データ領域（ＤＡＴＡ　ＡＲＥＡ）１３０及びリードアウト領域（ＬＥＡＤ
＿ＯＵＴ　ＡＲＥＡ）１４０を含む。
【００２６】
リードイン領域１２０には、臨時欠陥管理情報（ＴＤＤＳ：Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｉｓ
ｃ　Ｄｅｆｅｃｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）及びスペースビットマップ（ＳＢＭ）情報を共
に記録するための領域１２１及び臨時欠陥情報（ＴＤＦＬ：Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ＤｅＦ
ｅｃｔ　Ｌｉｓｔ）を記録するための別の領域１２２が設けられる。また、臨時欠陥管理
のために割り当てられた領域として、データ領域１３０の先頭と後尾に所定サイズのスペ
ア領域（ＳＰＡＲＥ　ＡＲＥＡ）１
１３３及びスペア領域２　１３４がそれぞれ割り当てられる。
【００２７】
　別途に図示されていないが、ＴＤＤＳ及びＳＢＭ情報が共に記録されている領域１２１
は、リードイン領域１２０のみだけでなく、リードアウト領域１４０及びデータ領域１３
０のうち、少なくとも１ヵ所に割り当てることも可能である。
【００２８】
　臨時欠陥管理及びこのためのスペア領域とＳＢＭについて説明する。欠陥管理とは、ユ
ーザデータ領域１３５に記録したユーザデータに欠陥が発生したとき、欠陥が発生してい
る部分に記録されているユーザデータを再び記録し、欠陥発生によるデータ損失を補充す
ることを指す。
【００２９】
　欠陥管理は、線形置換を利用した欠陥管理方法と、飛ばし置換を利用した欠陥管理方法
とに大別される。線形置換とは、ユーザデータ領域（ＵＳＥＲ　ＤＡＴＡ　ＡＲＥＡ）に
欠陥が発生すれば、その欠陥領域をデータ領域に設けられたスペア領域の欠陥が発生して
いない領域に置換することをいう。飛ばし置換とは、欠陥が発生している領域は使用せず
に飛ばした後、欠陥が発生していない領域を順次に使用することをいう。
【００３０】
　線形置換方式及び飛ばし置換方式は、ＤＶＤ－ＲＡＭ／ＲＷなど反復記録が可能、かつ
ランダムアクセス方式による記録が可能である情報記録媒体に対して主に適用されている
。
【００３１】
　図１に示された本発明の一実施形態による追記型情報記録媒体１００にも、線形置換方
式による欠陥管理のために、データ領域１３０にスペア領域１
１３３及びスペア領域２
１３４が割り当てられる。追記型情報記録媒体１００の使用のための初期化時、ユーザの
選択によってデータ記録及び／または再生装置またはホストの命令により、データ領域１
３０内にスペア領域１　１３３及びスペア領域２
１３４が割り当てられる。
【００３２】
　一方、データ記録及び／または再生装置は、情報記録媒体がデータ記録及び／または再
生装置にローディングされれば、リードイン領域及び／またはリードアウト領域にある情
報を読み出し、情報記録媒体をいかに管理し、いかに記録／再生せねばならないかを把握
する。リードイン領域及び／またはリードアウト領域に記録されている情報の量が多くな
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るほど、情報記録媒体をローディングした後で、記録または再生を準備するためにかかる
時間が長くなるという問題が発生する。従って、本実施形態では、臨時管理情報として、
Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｉｓｃ　Ｄｅｆｅｃｔ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（ＴＤＤＳ）のよう
な臨時欠陥管理情報の概念と、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ＤｅＦｅｃｔ　Ｌｉｓｔ（ＴＤＦＬ
）のような臨時欠陥情報の概念とを導入する。
【００３３】
　ＴＤＤＳは、ＴＤＤＳ識別子、アップデートカウンタ、最終ＴＤＦＬが記録されている
位置情報、最終Ｄｉｓｃ　ａｎｄ　Ｄｒｉｖｅ情報が保存されている位置情報、欠陥クラ
スタ発生時に代替のためのスペア領域のサイズ情報などを含むことができる。
【００３４】
　ＴＤＦＬは、ＴＤＦＬ識別子、アップデートカウンタ、欠陥因子個数、欠陥因子などを
含むことができ、欠陥因子は、状態情報、欠陥クラスタの位置情報、代替クラスタの位置
情報から構成され、状態情報は、欠陥の種類及び代替情報などを表し、欠陥の種類は、代
替の必要な欠陥クラスタ、代替の必要ない欠陥クラスタ、欠陥が発生する可能性のあるク
ラスタなどがありえる。
【００３５】
　図１に示された追記型情報記録媒体１００には、クラスタ単位でデータ記録の有無を表
すデータ記録状態情報であるＳＢＭが記録される。例えば、ＳＢＭは、データが記録され
ているクラスタには、ｂｉｔ値「１」を、データが記録されていないクラスタには、ｂｉ
ｔ値「０」を割り当てることによって生成されたビットマップである。
【００３６】
　データ記録及び／または再生装置は、追記型情報記録媒体１００に最終的にアップデー
トされたＳＢＭを利用し、追記型情報記録媒体１００にデータ記録状態を迅速に確認する
ことにより、媒体使用の効率性を向上させることができる。
【００３７】
　図１に示した実施形態の場合、ＳＢＭはＴＤＤＳと共に１つのクラスタに記録されるが
、それに限定されるものではない。
【００３８】
　ＳＢＭは、情報記録媒体１００のそれぞれのクラスタに対するデータ記録の有無を表す
ために、ユーザデータを含んだ他種のデータ記録後に、最終的にアップデートされるもの
である。
【００３９】
　図２は、本発明の他の実施形態による単一記録層の追記型情報記録媒体２００の構造を
表す図である。図２を参照するに、追記型情報記録媒体２００は、リードイン領域２２０
、データ領域２３０及びリードアウト領域２４０を含む。
【００４０】
　追記型情報記録媒体のリードイン領域２２０には、臨時欠陥管理領域（ＴＤＭＡ：Ｔｅ
ｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｉｓｃ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ａｒｅａ）２２１とＳＢＭ領域２２
２とがそれぞれ別途に割り当てられる。また、臨時欠陥管理のために割り当てられた領域
として、データ領域２３０の先頭と後尾に、所定サイズのスペア領域１
２３３及びスペア領域２ ２３４がそれぞれ割り当てられる。
【００４１】
　ＴＤＭＡ　２２１は、ＴＤＤＳとＴＤＦＬとを記録するための領域である。ＳＢＭ領域
２２２は、前述のような方式でＳＢＭデータを保存するための領域である。
【００４２】
　図３Ａ及び図３Ｂは、本発明のさらに他の実施形態による二重記録層の追記型情報記録
媒体３００の構造を表す図である。図３Ａは、単一記録層の追記型媒体の構造または二重
記録層の追記型媒体の最初の記録層Ｌ０の構造を表す図であり、図３Ｂは、二重記録層の
追記型媒体の二番目の記録層Ｌ１の構造を表す図である。
【００４３】
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　図３Ａに示されている記録層Ｌ０の構造は、図２に示した追記型情報記録媒体２００の
それと似ている。ただし、図３Ａに示されている記録層Ｌ０には、ＳＢＭのため別途の領
域が割り当てられず、ＳＢＭは、ＴＤＤＳ及びＴＤＦＬと共にＴＤＭＡ　３２１に記録さ
れる。図３Ｂに示されている記録層Ｌ１の構造は、図３Ａに示されている記録層Ｌ０のそ
れと同一である。内側領域（ＩＮＮＥＲ　ＡＲＥＡ）０　３２０は、第１記録層Ｌ０のＴ
ＤＭＡ　３２１を含み、内側領域１　３５０は、第２記録層Ｌ１のＴＤＭＡ　３５１を含
む。データ領域０　３３０は、スペア領域１　３３１、ユーザデータ領域３３３及びスペ
ア領域２　３３２を含む。データ領域１　３６０は、スペア領域３　３６３、ユーザデー
タ領域３６５及びスペア領域４　３６４を含む。
【００４４】
　図４Ａ及び図４Ｂは、本発明によるスペア領域１３３，１３４，２３３，２３４，３３
１，３３２，６３，３６４の使用方向を表すための図である。図４Ａは、たとえば単一記
録層の追記型媒体１００，２００の場合を表し、図４Ｂは、たとえば二重記録層の追記型
媒体３００の場合を表す図である。図４Ａ及び図４Ｂを参考にするに、スペア領域を除外
したデータ領域、すなわちユーザデータ領域１３５，２３５，３３３は、最初の記録層で
は、記録媒体１００，２００，３００の内周の境界４０２から外周境界４０３への方向４
０１に使われる。二番目の記録層では、ユーザデータ領域３６５は、記録媒体３００の外
周の境界４０３から内周の境界４０２方向４０５に使われる。
【００４５】
　図４Ａに示されているように、スペア領域２　１３５，２３５，３３３の拡張を容易に
するために、ユーザデータの記録方向４０１とは反対方向、すなわち記録媒体１００，２
００，３００の外周の境界４０３から内周境界４０２への方向４０６にスペア領域２１３
５，２３５，３３３は使われる。図４Ｂに示されているように、スペア領域４　３６４の
拡張を容易にするために、記録媒体３００の内周の境界４０２から外周境界４０３への方
向４０７にスペア領域４　３６４は使われる。
【００４６】
　後述するが、本発明による欠陥管理を利用した論理的な上書きのためには、従来に比べ
てより広いＳｐａｒｅ　Ａｒｅａを必要とする。このためにＳｐａｒｅ　Ａｒｅａを媒体
の初期化時点であらかじめ広く確保するか、または媒体の使用中にＳｐａｒｅ　Ａｒｅａ
を拡張することが望ましい。媒体の使用中にＳｐａｒｅ　Ａｒｅａを拡張することが可能
になるためには、図４Ａ及び図４Ｂに示したようにユーザデータ記録方向と反対にスペア
領域にデータを記録することが望ましい。
【００４７】
　以下では、前述した本発明の実施形態による追記型情報記録媒体のうち、図３Ａ及び図
３Ｂに示されている追記型情報記録媒体３００に基づき、本発明による追記型情報記録媒
体に上書き方法の二種の実施形態を説明する。
【００４８】
　第一の実施形態によれば、論理的な上書き（Ｌｏｇｉｃａｌ　ＯｖｅｒＷｒｉｔｅ）を
利用し、物理的な上書きが不可能な追記型情報記録媒体にデータを上書きできる機能を具
現する。
【００４９】
　図５は、本発明の一実施形態によるデータ記録及び／または再生装置５００のブロック
図である。図５を参照するに、本実施形態による装置は、記録／再生部５１０、制御部５
２０及びメモリ５３０を含む。追記型情報記録媒体３００は、図３Ａに示されている記録
媒体と同一である。
【００５０】
　記録／再生部５１０は、制御部５２０の制御により、追記型情報記録媒体３００にデー
タを記録及び／または再生し、記録されているデータを検証するためにデータを再生する
。
【００５１】
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　制御部５２０は、追記型情報記録媒体３００にデータを記録及び／または再生するにお
いて、追記型媒体３００に設けられたＴＤＭＡを使用して欠陥管理を行う。
【００５２】
　制御部５２０は、所定単位でデータを追記型媒体３００に記録した後で記録されている
データを検証することにより、欠陥が発生している部分を捜し出す「記録後の検証（ｖｅ
ｒｉｆｙ　ａｆｔｅｒ　ｗｒｉｔｅ）」過程を行う。制御部５２０は、所定単位でユーザ
データを記録した後で検証し、欠陥領域がどこに発生しているかを検査する。制御部５２
０は、検査の結果、明らかになった欠陥領域がどこであるかを知らせるＴＤＦＬ及びＴＤ
ＤＳを生成する。制御部５２０は、生成されたＴＤＦＬ及びＴＤＤＳをメモリ部５３０に
保存しておいて所定分量集め、追記型媒体３００に設けられたＴＤＭＡ　３２１に記録す
る。
【００５３】
　図５に示した本発明の一実施形態によるデータ記録及び／または再生装置５００による
本実施形態による追記型情報記録媒体３００に上書きする方法をさらに詳細に説明する。
本実施形態で、追記型情報記録媒体３００にアップデートされたファイルシステムを上書
きする場合を例に説明する。
【００５４】
　追記型情報記録媒体３００にデータ記録及び／または再生するとき、データ記録及び／
または再生装置５００による欠陥管理が行われる場合、追記型情報記録媒体３００に記録
されるファイルシステムの更新は、欠陥管理により行われうる。すなわち、ホストから、
アップデートされたファイルシステムデータと共に、そのアップデートされたファイルシ
ステムデータを記録する追記型情報記録媒体３００の論理アドレスを入力されたデータ記
録及び／または再生装置は、その論理アドレスに対応する物理アドレスにデータがすでに
記録されているか否かを、前述したＳＢＭを介して確認する。ＳＢＭは、記録／再生部５
１０により、追記型情報記録媒体３００からあらかじめ再生されてメモリ５３０に保存さ
れる。その物理アドレスにすでにデータが記録されていれば、その物理アドレス領域を欠
陥が発生した欠陥領域と見なし、欠陥発生時に代替のためのスペア領域にアップデートさ
れたファイルシステムを記録する。
【００５５】
　記録及び／または再生装置５００がＳＢＭを利用しない場合には、記録及び／または再
生装置５００は、記録後の検証過程を介し、すでにデータが記録されている領域を欠陥処
理し、アップデートされたファイルシステムをスペア領域に記録する。そして、新しくア
ップデートされたＴＤＤＳ及びＴＤＦＬをＴＤＭＡに記録する。
【００５６】
　図６（Ａ）ないし（Ｄ）は、追記型情報記録媒体３００にアップデートされたファイル
システムを上書きする過程を説明するための図である。図３Ａに示したように、データ領
域（例えば、データ領域３３０）の最初と最後にそれぞれスペア領域１（ＳＡ１）３３１
及びスペア領域２（ＳＡ２）３３２が割り当てられており、ユーザデータ領域３３５の先
頭に、ファイルシステムの記録のための領域が割り当てられている。
【００５７】
　図６（Ａ）は、ユーザデータ領域３３５の最初から所定位置まで初期ファイルシステム
が記録されている場合を表す図である。図６（Ｂ）は、最初のユーザデータ６０１を記録
した後、本実施形態により、欠陥管理により最初に更新されたファイルシステム（Ｆｉｌ
ｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）であるＦＳ＃１をＳＡ２に記録した場合を表す図である。図６（Ｃ）
は、二番目のユーザデータ６０２を記録した後、二回目に更新されたファイルシステムで
あるＦＳ＃２をＦＳ＃１の次の位置に記録した場合を表す図である。図６（Ｄ）は、更新
された二番目のユーザデータ６０３をユーザデータ領域３３５に記録し、新しいユーザデ
ータが記録されることにより、ＦＳ＃２の次の位置に三回目に更新されたファイルシステ
ムであるＦＳ＃３を記録した場合を表す図である。
【００５８】
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　特に、図６（Ｄ）に示されているＳＡ２は、図６（Ａ）ないし図６（Ｃ）に示されてい
る元来のＳＡ２に比べて拡張された。すなわち、最初に割り当てられたＳＡ２がいずれも
使い尽くされた場合、追記型情報記録媒体３００の再初期化を介し、最初に割り当てられ
たＳＡ２のサイズを拡張できる。スペア領域（Ｓｐａｒｅ　Ａｒｅａ）の拡張を容易にす
るためにスペア領域の使用方向、すなわちデータ記録方向は、ユーザデータ領域（例えば
、ユーザデータ領域３３５）でのデータ記録方向と反対にする。
【００５９】
　本実施形態により、同じＬＳＮ（ＬＳＮ：Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｅｃｔｏｒ　Ａｄｄｒｅ
ｓｓ）を対象に論理的な上書きを続けても、欠陥リストのデータ量は、増えない。例えば
、ＬＳＮ００ｈ～ＦＦｈに対応するユーザデータ領域の物理的セクターアドレス（ＰＳＮ
：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｓｅｃｔｏｒ　Ａｄｄｒｅｓｓ）が１００ｈ～１ＦＦｈであり、Ｐ
ＳＮが１００ｈ～１ＦＦｈに最初のファイルシステムが記録されている場合を仮定する。
【００６０】
　ユーザデータが、追加で追記型情報記録媒体３００に記録されることにより、ホストは
、最初にアップデートされたファイルシステムを同じＬＳＮ　００ｈ～ＦＦｈに記録する
ことをデータ記録及び／または再生装置５００に命令する。データ記録及び／または再生
装置５００は、ＳＢＭを利用し、ＬＳＮ　００ｈ～ＦＦｈにデータがすでに記録されてい
ることを知るか、またはＬＳＮ　００ｈ～ＦＦｈに記録後の検証過程を介し、ＰＳＮが１
００ｈ～１ＦＦｈに該当するセクターは欠陥領域と見なし、スペア領域に最初のアップデ
ートされたファイルシステムに替えて記録する。図７は、最初の論理的な上書きにより生
成された欠陥リストを表す図である。図７を参照するに、欠陥リストは、最初のファイル
システムが記録されているＰＳＮ
１００ｈ～１ＦＦｈに該当するセクターは、欠陥セクタと決定され、その代替セクターは
、スペア領域のＰＳＮ　１１ＦＦＦｈ～１１Ｆ００ｈであることを表す。
【００６１】
　最初の論理的な上書きにより、ファイルシステムを最初に更新した後、ユーザデータが
追加で追記型情報記録媒体に記録されることにより、ホストは、二回目にアップデートさ
れたファイルシステムを同じＬＳＮ　００ｈ～ＦＦｈに記録することをデータ記録及び／
または再生装置に命令する。データ記録及び／または再生装置は、ＳＢＭを利用し、ＬＳ
Ｎ　００ｈ～ＦＦｈにデータがすでに記録されていることを知るか、またはＬＳＮ　００
ｈ～ＦＦｈに記録後の検証過程を介し、ＰＳＮが１００ｈ～１ＦＦｈに該当するセクター
は、欠陥領域と見なし、スペア領域に二回目にアップデートされたファイルシステムに代
替して記録する。
【００６２】
　図８は、二回目の論理的な上書きにより生成された欠陥リストを表す図である。図８を
参照するに、欠陥リストは、最初のファイルシステムが記録されているＰＳＮ
１００ｈ～１ＦＦｈに該当するセクターは、欠陥セクターであると決定され、その代替セ
クターは、スペア領域のＰＳＮ １１ＥＦＦｈ～１１Ｅ００ｈであることを表す。
【００６３】
　図７及び図８に示されている欠陥リストを対比すれば、同じＬＳＮを対象に論理的な上
書きをするたびに、欠陥リストは生成されるが、各欠陥リストに含まれた代替セクターの
ＰＳＮだけ変わるだけであり、それぞれの欠陥リストのデータ量は、増えずに一定である
。
【００６４】
　以下では、本発明による追記型情報記録媒体において、上書き機能具現方法の第２の実
施形態を説明する。本実施形態では、ファイルシステムを利用し、追記型情報記録媒体に
おいて上書き機能を具現する。
【００６５】
　追記型情報記録媒体において、ファイルシステムを利用した上書き機能を具現するため
に、ホストからＬＳＮ　０ｈ～ＦＦｈまで記録されているデータの再生命令を受けたデー



(11) JP 2010-186547 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

タ記録及び／または再生装置は、その論理アドレスに該当する物理アドレス、例えば１０
０ｈ～１ＦＦｈにアクセスした後でデータを再生し、データをホストに伝送する。
【００６６】
　ホストは、記録及び／または再生装置５００から伝達されたデータを修正または追加し
、さらに媒体に記録しようとする場合、データ記録及び／または再生装置５００は、ＳＢ
Ｍや欠陥情報などをホストに伝達する。ホストは、ＳＢＭや欠陥情報などを利用し、ユー
ザデータ領域についての論理的なデータ割り当て状態及び物理的な記録状態を考慮し、デ
ータが記録可能な領域と、そうではない領域とを区分することにより、上書きできる領域
を選択する。すなわち、上書きできる領域をホストが選択することにより、追記型情報記
録媒体において、論理的な上書き機能を具現する。
【００６７】
　前述した第２実施形態による追記型情報記録媒体において、上書き方法は、ユーザデー
タ領域のデータ保存容量が大きい場合に適している。第１実施形態による上書き方法は、
新しく上書きするデータを欠陥管理のためのスペア領域に記録することにより、ユーザデ
ータ領域の消耗を防止できる。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　以上で説明した通り、本発明によれば、物理的な上書きが不可能な追記型情報記録媒体
に、論理的な方法を利用して上書きをすることができ、追記型情報記録媒体にすでに記録
されているデータの変更または更新が可能になる。また、本発明によれば、ファイルシス
テムのように、媒体上の固定された位置に常に記録されることが要求される情報をアップ
デートする場合、アップデートされたファイルシステムが実際に記録される媒体上の物理
的アドレスは、アップデートのたびに変わるが、その論理的アドレスは、常に同一なので
、ホストの立場では、ファイルシステムが常に固定された論理アドレスを有すると認識し
、ファイルシステムへの接近及び再生が容易になる。また、リードイン領域、ユーザデー
タ領域とスペア領域を含むデータ領域、及びリードアウト領域を含む情報記録媒体にデー
タを記録する方法を提供できる。
【符号の説明】
【００６９】
　１００　記録媒体
　１２０　リードイン領域
　１２１　領域
　１２２　領域
　１３０　データ領域
　１３３　スペア領域
　１３４　スペア領域
　１３５　ユーザデータ領域
　１４０　リードアウト領域
　２００　追記型情報記録媒体
　３００　追記型情報記録媒体
　３２０　内側領域
　３２１　ＴＤＭＡ
　３３０　データ領域
　３３１　スペア領域
　３３２　スペア領域
　３３３　ユーザデータ領域
　３５０　内側領域
　３５１　ＴＤＭＡ
　３６０　データ領域
　３６３　スペア領域
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　３６４　スペア領域
　３６５　ユーザデータ領域
　５００　再生装置
　５１０　記録／再生部
　５２０　制御部
　５３０　メモリ

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】

【図６】
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【図７】
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